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昨 2 0 年度 大 会 で は 、 ｢ い ま 保 険 と は 何 か を 考 え る ｣ が 共 通 論題 テ ー マ と さ れ 、

5 名 の 報 告者 そ れ ぞれ の 立場 か ら 現 代保 険現 象 の 多様性 あ る い は 変 容性 を 捉 え

ら れ 、 従 来 の 保 険様相 を 刷新す る さ ま ざ ま な 特 質 を 指摘 さ れ て い た 。 す な わ ち 、

｢ 保 険 と は 何 か ｣ の 指 摘 を 後 に 預 け 、 そ こ に 向 け て の 機運 を 窺 う 状 況 に あ っ た

と い え る 。 そ れ ほ ど 、 ｢ 保 険 と は 何 か ｣ を 端 的 に 説 明 す る 課題 は 、 多 く の 保 険 関

係研 究者 に 周 知 の と お り 慎重 を 要 す る 課題 な の で あ る 。 過 去 に 華 々 し く 展 開 さ

れ た ｢ 保 険概念 ｣ ･ ｢ 保 険本 質 ｣ 論争 は 、 不 毛 の 論議 で あ っ た か の ご と く さ れ な

が ら も 、 ド イ ツ 保 険学会 で - 先 ず 終 息 を 見 、 我 が 国 で の 論争 を も あ る 程度 の 範

囲 に 落 ち 着 かせ 、 時 代 の 支 配 的 理解 を 導 い て 来 た も の と 評 価す る こ と が で き る 。

し か し 、 情 報 化 を 基本 的 背 景 と し て 、 環境 変 化 の 趨勢 は 、 社会 経済 の 基本体

系 を 揺 り 動 か せ る 派 生 的 変化 の 様 々 を 湧 出 さ せ て い る 。 果 た し て 、 ｢ 保 険 と は 何

か ｣ の 合理 的 表 現 を 再合意す べ き 機運 が 到 来 し て い る の で あ ろ う か 。

今 回 、 4 名 の 報告者 が こ の 課題 に 挑戦 し て い た だ い て い る 。 と く に 意 図 あ る

わ け で は な く 、 次 の 報 告順 で 、 そ れ ぞれ の 立場 と テ ー マ で 課題 に 追 っ て 戴 い て

い る 。 ま ず 、 第 一 報 告 と し て 名 古屋大 学 の 家森信 善先 生 が ｢ 金融論 の 研究や教

育 に お け る 保 険へ の 関 心 ｣ と 題 し 、 ｢ 保 険論 の 隣接領域 で あ る 金融論 ( お よ び経

済 学 ) の 分 野 で 、 『 保 険 』 が ど の よ う に 教育 さ れ 、 研 究 さ れ て い る か を 明 ら か に

す る こ と ｣ に 焦 点 を 当 て 、 第 二 報告 と し て 香川 大 学 の 安井敏 晃 先 生 が ｢ 保 険概

念 に お け る 不 可欠 な 条件 に つ い て ｣ と 題 し 、 ｢ 保 険 に つ い て 理解 し て い な い 消 費

者 に 対 し て 保 険概念 を 説 明 す る 上 で , そ の 概念 の な か で も 特 に 強調 す る 必 要 の

あ る 要 素 に つ い て 検討す る こ と ｣ を 中 心 と し て 、 第 三 報 告 と し て 長 崎大 学 の 大

倉真 人 先 生 が 『 リ ス ク 移転 お よ び集積 シ ス テ ム と し て の 保 険 - 経済 学 的 ア プ ロ

ー チ - ｣ と 題 し 、 ｢ 経 済 学 的 ア プ ロ ー チ に よ っ て 、 保 険 の 機能 を 『 リ ス ク 移 転 』

と 『 リ ス ク 集 積 』 と い う 2 つ の 観 点 か ら 言及 し て い く こ と ｣ を 目 的 と し て 、 最

後 に 第 四 報 告 と し て 学 習 院 大 学 の 後 藤元先 生 が ｢ 法律 の 適 用 ･ 解釈 に お け る 保 険

概念 の 役割 ｣ と 題 し 、 ｢ 具 体 的 な 法規 定 の 適 用 ･ 解釈 に 際 し て 、 保 険概念 に 関 す

る 議論 が ど の よ う な 役 割 を 果 た し う る の か と い う 問 題 に つ い て 検討す る こ と ｣

を 論 点 と し て 、 そ れ ぞ れ共通 論題 に 応 え る 手 掛 か り に 接近 し よ う と さ れ て い る 。

果 た し て 、 今 回 、 4 名 の 報 告者 そ れ ぞれ の 視 点 か ら 現代保 険概念 の 検討 に 向

け て 何 が し か の 意義 と 糸 口 を 切 り 開 き う る も の な の か 、 後 の 質疑応 答 を も 含 め

て 、 ま ず は 各 報告者 の 論 点 に 関 心 が 寄せ ら れ る と こ ろ で あ る 。
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1 . は じ め に

本報告は、 保険論の隣接領域であ る金融論 (お よ び経済学) の分野で 、 ｢保険｣ が どの よ

う に教育 さ れ 、 研究 さ れてい る かを 明 ら かにする こ と を 目 的 に してい る 。 具体的には 、 次

の 3 つの観点か ら議論を行 う こ と に し た。

第 1 に 、 金融論の ｢教育｣ において保険が どの よ う に位置づけ られてい る かであ る 。 そ

のため 、 過去 50 年ほ どの間 に出版 さ れた 50 冊の大学 レベルの金融論の教科書か ら 、 保険

に関する記述を抽出 して分析する と い う ス タ イ ルを と っ た。

第 2 に 、 金融論の ｢研究｣ において保険の どの よ う な側面が分析対象になっ てい る かを

調べる こ と に し た。 こ れに よ り 、 金融学者が保険の どの よ う な部分に関心を持っ てい る の

かを明 ら かにで き る であ ろ う し 、 保険学者 と 金融学者の共同研究が発展する こ と も 期待で

き よ う 。 そのため 、 1 9 7 0 年以降の 日 本金融学会の全国大会報告におけ る ｢保険｣ 関連の研

究を抽出する と い う 作業を行っ た。

第 3 に 、 ア メ リ カ での保険研究について先行研究を紹介する 。 ア メ リ カ での保険研究で

は 、 保険プ ロ パーの領域の研究だけでな く 、 ｢経済学｣ や ｢ フ ァ イ ナ ンス ｣ 分野の研究の影

響が大き い。 そ こ で 、 世界での経済学や金融論の分野での保険が どの よ う に研究 さ れてい

る かを知 る ため に 、 ア メ リ カ での保険研究の動向 について ま と めたい く つかの先行研究の

結果を紹介する 。

2 . 大学 レベルでの金融論の教育におけ る保険

調査方法 と し ては 、 過去 50 年ほ どの 間に 出版 された大学 レベルの金融論のテ キス ト 50

冊を対象に して 、 ｢保険｣ が どの よ う に記述 されてい る か (記述 さ れていない と い う 事実 も

含めて ) を調べてい く こ と と し た。

1 98 7 年頃ま でに出版 さ れた金融論のテ キス ト では ｢保険｣ はほ と ん ど触れ られていない

が 、 1 99 0 年前後 に出版 されたテ キス ト で以前 よ り みま長めの記述がみ られ る よ う にな り 、 1 99 5

年以降にな る と ｢保険｣ に あ る程度の説明 を与えてい る金融論のテ キス ト が増 えてい る 。

つま り 、 金融論のテ キス ト の 中で 、 保険関連の記述は時代 と と も に増 えて き てい る こ と が
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確認でき た。 こ れは 、 金融論の研究関心が 、 純粋な理論的な分野か ら金融制度に広が っ て

き た こ と を反映 し てい る のだろ う 。 それに加 えて 、 保険会社が金融市場で大き な ウエイ ト

を 占 め る よ う みこ な っ た と い う 現実や、 保険会社の破綻が家計や経済に影響 し た と い う バブ

ル崩壊後の苦い経験も反映 し てい る のであ ろ う 。

3 . 日 本の金融論研究におけ る保険への関心

次に 、 金融論の領域で保険の どの よ う な側面が研究 さ れてい る かを調べてみ る こ と に し

た。 こ こ では 、 日 本金融学会の全国大会 (年に 2 回 、 すなわ ち春季お よ び秋季大会が開催

さ れてい る ) での報告タ イ ト ルに ｢保険｣ が入っ てい る も の を ピ ッ ク ア ッ プする と い う 手

法で研究を特定化する こ と と し た。

そ の結果を見る と 、 日 本金融学会で初めて行われた ｢保険｣ 関係の報告は 1 98 5 年の小藤

康夫先生の報告であっ た。 1 9 85 年以降 5 年ずつに期間 を 区切っ てみ る と 、 1 98 0 年代後半 3

件 、 1 990 年代前半 4 件 、 1 990 年代後半 8 件 、 2000 年代前半 薹 件であ り 、 200 5 年か ら 2009

年春ま では 1 件 も ない状況であ る 。 200 5 年以降の動向 を ど う 評価する かは別に して 、 2000

年前後の時期に保険関係の研究が活発に報告 さ れていた こ と がわか る 。 ただ し 、 報告者の

顔ぶれを見る と 、 多数の金融学者が関心を持っ て 、 保険学会 と は無関係に 、 『保険｣ を研究

してい る と い う よ り は 、 ｢保険｣ を金融面か ら捉え る こ と に関心のあ る保険研究者が 日 本金

融学会で も報告 してい る と い う のが実態の よ う であ る 。

4 . 世界の保険研究の状況

ア メ リ カ の保険学者に と っ て も 、 ｢保険研究の コ アの課題は何か｣ と い う のは未解明 の問

題であ り 、 保険研究者に対 して直接尋ねる方法や保険分野の主要な学術雑誌の掲載論文の

動向 を分析する方法な どに よ っ て 、 保険研究の コ ア を調べる研究が行われてい る 。 た と え

ば、 We 1 s s and Q 1 u (JR I 2008 ) は 、 Journa 1 of R 1 sk and In suranc e の創刊以来の掲載論文

を ト ピ ッ ク ス別に整理 し 、 保険数理や損害保険、 雇用者給付 と い っ た保険領域の固有テー

マ と と も に 、 保険経済学やフ ァ イ ナ ンスノ リ ス ク マネ ジメ ン ト と い っ た経済学や金融論 と

の境界領域の研究 も大 き な ウエイ ト を持っ てい る こ と を 明 ら かに してい る 。 そ の他の研究

で も 同様の結果が得 られてお り 、 ア メ リ カ を 中心に した世界の保険研究は経済学な どの隣

接分野の影響を強 く 受けて 、 それ ら の成果を生か し なが ら発展 してい る こ と が確認でき た。
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l .は じめに

周知のご と く , 保険の概念を巡っては保険本質論において, 長年検討されてきたが, 未だに定説

がみられない。 その保険概念を構成する条件もまた, 論者によ り 異なってお り , 完全に‐一致するわ

けではない。

本報告では, 消費者に対する保険教育と い う 場面に限定した う えで, 保険概念を構成する条件を

検討してみたい。

2.定義の必要性

前述の保険の定義については, 実に多 く の学説が展開 されてきた。 しかしなが ら , この保険の定

義を巡る論争に対しては, それ自体に対して強い批判がな された。 水島博士は研究者各自 がそれぞ

れの 自説を展開する状況について, ｢期待される実 り は, 保険論研究の もつ現代的課題に と って決

して大きいもの と は思われない｣ と指摘されている L。

と こ ろが, 近年この保険概念について, 再び強い関心がもたれる よ う になってきている。 こ の背

景と しては, 多 く の論者が指摘している よ う に, 金融技術の発達が新しい リ ス ク処理手段を創 り 出

したこ と を挙げる こ と ができ る2。 保険は リ ス ク ･ マネジメ ン ト の手段 と してみた場合には, リ ス ク ･

フ ァイナンスのなかでも リ ス ク転嫁のひとつ と して中心的な位置を占めている。 しか しなが ら , 同

じ く リ ス ク転嫁の機能を果たす手法と して, 保険以外の手段が発達してきたため, これ らの手段と

保険を区別する必要が生 じたのである。 つま り , こ の区別は学術的な観点から必要 と されるだけで

な く , 保険事業の監督な ど実務面でも必要と されるのである。 そ して, こ の区別のためには, 保険

概念を構成する条件はどのよ う なもの力澁足える こ と が求め られる。

3 .消費者教育

これに加えて, 消費者に対して保険教育を進める う えでも , 保険概念における条件を改めて検討

する必要があるだろ う 。 保険がわが国に導入されて l00 年以上がたつ現在において もなお, 保険思

水島[2006] ,p . 1 .

吉澤12006]pl 等
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想を巡る問題点が指摘されている3。 これを克服するために消費者向けの保険教育を進めてい く 上で

は, 抽象的で難解な定義ではな く , 何よ り もわか り やすく 簡明な説明が必要と なる。 その際, 保険

概念のなかでも特に伝えなければいけない条件を確認してお く 必要がある。

それではその条件と はイ可か。 それを確認するためには, 前述 した保険に対する誤解を検討する こ

と でヒ ン ト が得られるのではないか。

4.保険に対する誤解

誤解の具体例と しては, いわゆる ｢掛け捨て｣ や ｢助け合い｣ がある。 これらは多く の論者によ

り批判 されているが4 , 消費者教育を進めてい く う えでも問題と なっている こ と がすでに取 り 上げら

れている5。

保険料を支払ったから と いって , 必ずし も保険金が支払われるわけではないこ と は, 保険の仕組

みから して極めて当然のこ と である。 それにもかかわ らず, 『掛け捨て｣ と い う 表現はいまだに使

用 されている。 また, 保険制度を説明する さいに, 保険を ｢助け合い｣ の制度, あるいは ｢相互扶

助｣ の制度と捉える表現も , 多 く の論者が批判 しているにもかかわらず, 現在も使われている。

5 .不可欠の条件

本報告ではこの二つの具体例を検討する こ と で, 保険概念を構成する条件のなかでも , 特に どの

条件を消費者に伝え漏ら してはな らないのか検討してみたい。
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1. 序

社会に存在する各主体は、 常に何 ら かの リ ス ク に さ ら さ れてい る 。 そ し て 同時に 、 その

よ う な リ ス ク の分布は、 多 く の場合、 個人的に見て も社会的に見て も効率的ではない。 -

例 と して 、 自 動車事故の リ ス ク や一家の大黒柱の死亡 と い っ た リ ス ク を考えてみる 。 平均

的な所得を持つ家計に と っ て は 、 こ れ ら の リ ス ク は 自 身の負担能力 をは る かに超え る損害

(賠償) 額を生 じ させる 可能性を有 してい る 。 逆に 、 よ り 負担能力の大き な主体に と っ て

は 、 その負担能力が十分に活用 されていないか も しれず、 その分だけ社会的に見て非効率

性が生 じてい る か も しれない。

こ の よ う な状況下において 、 各主体は 、 そ の よ う な リ ス ク に対 して何 ら かの対策を講 じ

る 必要に迫 られる が 、 そ の手法は リ ス ク の大き さ ･ 種類その他に よ り 様々 であ る 。 そ し て

その よ う な手法の l つ と し て挙げ られる のが ｢ リ ス ク 移転｣ であ る 。 ｢ リ ス ク 移転｣ と は 、

端的には ｢ あ る 主体の リ ス ク を別の主体へ移 し替え る こ と ｣ であ る 。 よ っ て契約 を通 じて 、

あ る 主体の リ ス ク を別の主体であ る保険会社に移 し替え る保険は、 リ ス ク 移転の一手法 と

し て位置づけ られ る 。

し か し なが ら 、 昨今におけ る金融技術の発達等に よ り 、 保険は ｢ リ ス ク 移転｣ の手法の

｢ 1 つ ｣ に過ぎないのが現状であ る 。 オプシ ョ ンな どに代表 されるデ リ バテ ィ ブ取引 な ど

も ま た 、 当該取引 を通 じ て 、 あ る 主体の リ ス ク を別の主体へ移 し替え る機能を有 してい る 。

実際 、 こ れ ら の取引 は 、 ｢保険に替わる リ ス ク 移転｣ であ る こ と か ら 、 ｢代替的 リ ス ク 移転｣

(ART) と 呼ばれてい る 。 それゆ えに 『 リ ス ク 移転｣ と い う性質のみでは 、 保険を個別的に

特徴づけた こ と にはな ら ない。

では 、 同 じ ｢ リ ス ク 移転｣ の機能を有する保険契約 と デ リ バテ ィ ブ取引 と の違いは何で

あ ろ う か ? こ の よ う に考えた と き に考慮すべき なのが 、 保険におけ る ｢集団形成｣ の観点

であ る 。 すなわち保険では 、 保険会社 と い う ｢集団 ｣ において各主体の リ ス ク が集積 され

る 。 そ して こ の よ う な集団の形成は、 集団に属する各主体同士の リ ス ク の相殺を行 う こ と

を可能 と す る が 、 こ の よ う な機能は保険に固有の も のであ る と 評価でき る 。

以上の議論を基礎に 、 本報告では 、 保険を 『 リ ス ク を特定の集団であ る保険会社に移転

する こ と を通 じて 、 社会的に望ま しい リ ス ク 配分を生み出すシステ ム ｣ と 規定する 。 その
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上で 、 そ のシステ ムの内容について 、 Borch ( 1 990 , Chapter 2 お よ び 3 ) をベース と した簡単

な経済モデルを用いて分析 してい く こ と を本報告の主た る 目 的 と する 。

2 . モデル

経済モデルの概略について述べれば以下の よ う るこ な る (詳細については レジ ュ メ ( フル

ペーパー) を参照) 。 ま ず、 l 社の保険会社 と 2 人以上の消費者が存在する経済を想定する 。

ま た 、 こ の 2 人以上の消費者が直面する リ ス ク 間 には一定の相関関係が存在する 。 そ して 、

各消費者は、 保険契約を通 じて 自 身の リ ス ク を保険会社に移転する 。 さ ら に 、 こ の よ う な

リ ス ク 移転を通 じて 、 保険会社において各主体の リ ス ク が集積 され る 。

上記の よ う な状況の 中で、 最適な リ ス ク 配分を実現する よ う な保険契約を ｢最適保険契

約｣ と 定義 し 、 それを経済モデルに よ っ て導出する 。 さ ら にその上で、 こ の最適保険契約

の特徴を明 ら かに してい く 。

3 . 保険システムの阻害要因

現実の保険市場は 、 当然なが らモデルで示 した よ り も複雑であ る 。 それゆ えにモデルに

示 した形の リ ス ク 移転は、 あ る意味 ｢理想解｣ であ り 、 現実に こ の よ う な ｢理想解｣ が実

現する必然性はない。 そ こ で本報告では、 モデル解の実現を阻害する諸要因 と して 、 取引

コ ス ト 、 情報の非対称性、 リ ス ク と イ ンセ ンテ ィ ブの ト レー ドオフ 、 の 3 つ について述べ

てい く 。

4. 結

保険の機能を説明する上でのポイ ン ト は 、 ｢移転｣ と ｢集団形成｣ であ る 。 移転を通 じて 、

各主体の リ ス ク 回避度に応 じ た リ ス ク 配分を行 う こ と ができ る 。 集団形成を通 じて 、 集団

に属する各主体同士の複数の リ ス ク の相殺が可能 と な る 。 言っ てみれば こ の 2 つの機能が

同時に存在 してい る と こ ろ が 、 他の リ ス ク 移転手段 と は異な る保険の特徴であ る と 結論づ

け る こ と ができ る 。

し か し なが ら こ の よ う な保険の機能は、 現実社会において万能な も のではな く 、 その機

能の発揮を阻害する様々 な要因が存在する こ と も事実であ る 。 こ れ ら の存在は 、 ｢保険万能

説｣ の否定根拠の l つであ る と い え 、 ま た 同時に 、 ｢望ま し い保険シス テ ム の構築｣ を行 う

た めには 、 こ れ ら の要因 についての検討が必須であ る と 言え る 。
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学習院大学 後 藤 兀

I . は じ め に

法律の適用 ･ 解釈において 、 保険 と は何か と い う こ と に 関す る議論が意味を持ちそ う な

局面は 、 そ の適用 が問題 と な っ てい る法規定の性質に よ っ て 、 大 き く 二つに分け る こ と が

でき る と 思われる 。 すなわち 、 第一に 、 ｢保険｣ であ る こ と が 当該規定の適用要件にな っ て

い る場合があ る 。 こ こ では 、 あ る 取引 が ま さ に ｢保険｣ 取引 であ る のか否か、 と い う こ と

が 問題 と な る 。 第二に 、 当該規定の要件に ｢保険｣ と い う 概念は含まれていないが 、 あ る

取引 に 当該規定を適用する に際 して 、 当 該取引 が保険取引 であ る こ と が どの よ う な影響を

与え る か と い う こ と が 問題 と な る場合 も あ る 。

ロ . 典型的な保険以外の取引 と 保険契約法 ･ 保険監督法 ･ 租税法の適用

まず、 リ ス ク の移転 ･ 集積 ･ 分散がな さ れ 、 収支相等原則 と 給付反対給付均等原則が妥

当 してい る よ う な典型的な保険取引 ( 山下友信 『保険法』 6 ‐ 8 頁 (2005 ) 、 吉澤卓哉 『保険

の仕組み』 (2006 ) 等 を参照) について 、 保険契約法 ･ 保険監督法 ･ 租税法の規律がそのま

ま適用 さ れ る こ と には問題はない。 では 、 以上の要素のいずれかを欠 く 取引 、 た と えば、

あ る者が 1 年以内 に死亡 した ら 1 億円支払 う 旨 を 1 万円 の受領 と 引換えに約する取引 を収

支相等の原則が確保 さ れない規模で行 う 場合に 、 保険法や保険業法の規定を一切適用 し な

いで よ いのだろ う か。 個 々 の規定の趣旨 を考えれば、 こ の よ う な取引 において も 、 契約者

と 被保険者的な地位にあ る者 と が異なっ てい る場合には被保険者の 同意に関する規定 (保

険法 38 条) を適用 ない し類推適用すべき であ り 、 ま た 、 こ の よ う な杜撰な運営に よ っ て保

険類似の事業を行っ てい る業者に対 して も 、 保険業法上の監督規制 を及ぼす必要があ る と

い え よ う 。

ま た 、 家電販売業者に よ る製品保障や JAF の ロ ー ドサー ビス の よ う に保険 と 同 じ効果を

持つ取引 を保険 と い う 形を と ら ない取引 と し て仕組め る場合については 、 こ れを保険会社

がその よ う な事業を行 う こ と がで き る か ど う か と い う 問題 と 、 保険会社以外の者が行 う こ

と ができ る か ど う か と い う 問題が あ る 。 こ れ ら の問題 も 、 こ の よ う な取引 が保険であ る の

か否か と い う 観点か ら 一律に決する のではな く 、 保険会社に他業禁止規制 (保険業法 100

条) が課せ られてい る趣 旨や、 保険会社以外の者に よ る 商品提供の合理性 と 監督規制の要
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否 と い っ た観点か ら検討され るべき であ ろ う 。

さ ら に 、 保険 と い う 形式を採っ てい る が典型的な保険取引 ではない取引 、 た と えば、 保

険成績が よ ければ保険料の一部が返還 さ れ る 旨の取決めが あ る いわゆ る フ ァ イ ナイ ト 保険

において 、 支払われた保険料は税務上、 損金ではな く 預 り 金ではないか と い う こ と が 問題

と さ れ る こ と が あ る 。 こ の 問題について も 、 フ ァ イ ナイ ト 保険が保険であ る か否か と い う

こ と か ら ス ト レー ト に結論を導こ う と す る よ り も 、 当 該保険取引 の特性に応 じ た取扱いの

要否を検討 した方が生産的であ る と 思われる (法人税基本通達 9 - 3 - 9 を参照) 。

m . 典型的な保険 と 独 占禁止法の解釈

次に 、 典型的な保険取引 について適用 さ れ る 法規定の解釈への保険の機能に関す る議論

の影響の例 と し て は 、 保険料カルテルに対する独 占禁止法上の課徴金について 、 同法では

課徴金額が業者の ｢売上額｣ を基準 と し て定め られてい る と こ ろ 、 保険会社の ｢売上額｣

と は何か と い う 問題が挙げ られる 。

こ の点について 、 最判平成 17 年 9 月 1 3 日 民集 59 巻 7 号 1950 頁は 、 危険保険料 と 付加

保険料を合わせた営業保険料全額が ｢売上額｣ であ る と し てい る が 、 保険会社の提供 し て

い る サー ビス は 、 保険金の支払ではな く 、 契約者が拠出 した保険料に よ る 基金の管理 ･ 運

営であ り 、 こ れに対応する ｢売上額｣ は付加保険料のみであ る と す る批判が な さ れてい る

(井 口 富夫 『現代保険業研究の新展開』 63 - 72 頁 (2008) ) 。 こ の批判説に対 しては 、 保険

会社に リ ス ク が ま っ た く 移転 していないわけではない と の反論がな さ れてい る が 、 それに

相 当する対価の範囲は明確ではな く 、 結局 、 保険の機能や保険事業に関する理解のみか ら

結論を導 く こ と は困難であ る よ う に思われる 。 こ こ で も 、 当 該規制の趣 旨 、 すなわ ち カル

テル行為の適切な抑止 と い う 観点か ら の検討が必要であ ろ う 。

N . 終わ り に

｢保険｣ と い う 取引 ･ 制度 を ど う 捉え る か と い う 問題は重要な も のであ る が 、 個 々 の法

規定の適用 に際 し ては 、 そ の議論か ら直接何 ら かの結論を導き う る と は限 ら ない。 典型的

な保険 と は どの よ う な も のであ り 、 ま た どの よ う な機能を有 してい る のか と い う こ と を前

提 と は しつつ も 、 当 た り 前の こ と ではあ る が 、 当該法規の趣 旨 ･ 効果を踏ま えて 当該法規

をいかな る場合に適用すべき か と い う 観点か ら の解釈が必要であ ろ う 。


